
参考資料１

建築分科会（H24 9 10） 建築基準制度部会（第1回建築分科会（H24.9.10）、建築基準制度部会（第1回
から第5回まで）の委員意見について（まとめ）

建築分科会（H24.9.10開催）、建築基準制度部会（第１回から第５回まで）における
各委員からの意見をとりまとめたもの。

※効率的かつ実効性ある確認検査制度等のあり方に関係する部分※効率的かつ実効性ある確認検査制度等のあり方に関係する部分

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism



建築分科会（H24.9.10）、建築基準制度部会（第1回から第5回まで）の委員意見について（まとめ）

１ 確認検査制度の見直し１．確認検査制度の見直し

○ 指定確認検査機関による確認を建築主事の確認とみなすとしている現行規定を改正して、同機関の法
的な責任を付与すべき

（１）指定確認検査機関のあり方

的な責任を付与すべき。

○ 単体規定の審査は基本的には民間の指定確認検査機関に委ね、集団規定の審査については特定行政庁

（２）単体規定と集団規定の審査のあり方

○ 単体規定 審 基本的 民間 指定確認検 機関 委ね、集団規定 審 特定行政庁
で引き続き審査するというような仕組みに変えていくことを検討すべき。

○ 確認検査が困難とされている耐火性能検証法 限界耐力計算等については 規制側の責任も含めて引

（３）確認審査の対象

○ 確認検査が困難とされている耐火性能検証法、限界耐力計算等については、規制側の責任も含めて引
き続き規制として維持していくのかどうか、大胆な方向転換も含めて検討すべき。

○ 市場に出回っている建材はシックハウス規制に適合する製品であり、シックハウス関連の図書を不要
とするなど、添付図書を不要とすることによる確認審査の簡略化を図るべき。

ジ 常 機械的 ピ も 常 高○ エレベーター・エスカレーター・ジェットコースターは非常に機械的で、コンピューターも非常に高
度化しているため、一級建築士・二級建築士が対応可能か否かを検証すべき。

（４）確認審査能力

○ 構造関係の審査について、建築主事・指定確認検査機関の審査能力が不十分であり、能力の向上を図
るべき。

（５）計画変更に係る確認
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○ 設計変更に対する手順の簡素化として、軽微な変更の適用範囲の拡大を図るべき。

○ 工事着工後の計画変更の審査については、専門家の裁量の範囲を広げるべき。



（６）仮使用承認制度

建築分科会（H24.9.10）、建築基準制度部会（第1回から第5回まで）の委員意見について（まとめ）

○ 確認を行っていない特定行政庁と確認を行った指定確認検査機関の適切な役割分担により、仮使用部
分の検査の一体化・合理化を図るべき。

○ 指定確認検査機関による確認検査の比率が高まる中、特定行政庁のみが仮使用承認できる現行制度に

（６）仮使用承認制度

○ 指定確認検査機関による確認検査の比率が高まる中、特定行政庁のみが仮使用承認できる現行制度に
ついては見直しのための課題を整理し、合理化を図るべき。

（７）完了検査・中間検査

○ 検査済証未交付の建築物の引渡しに係る施工者の責任を明確化することで、完了検査を徹底すべき。

○ 欠陥住宅の予防に寄与する中間検査については、特定行政庁による特定工程の指定が１００％になる
ように議論を進めるべき。
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建築分科会（H24.9.10）、建築基準制度部会（第1回から第5回まで）の委員意見について（まとめ）

２．構造計算適合性判定制度の見直し２．構造計算適合性判定制度の見直し

○ 構造計算適合性判定物件に係る確認審査について、事前相談・構造計算適合性判定を含んだ総審査時
間が50日程度になっていることの妥当性を検証すべき

（１）事前相談・構造計算適合性判定を含んだ現状の総審査時間の妥当性

間が50日程度になっていることの妥当性を検証すべき。

○ 制度改正の前後での望ましい姿と結果としての実態の比較検証を行うべき。
○ 能力の高い設計者・判定員の組合せの場合、審査時間は短い。その逆の場合は時間がかかるが、ここ
を短くしようとする議論は、システム上の話ではない。

○ 構造計算適合性判定を要する建築物の範囲については どの程度の規模・構造形式の建築物であれば

（２）構造計算適合性判定の対象

○ 審査時間の短縮だけをもって議論することに違和感がある。

○ 構造計算適合性判定を要する建築物の範囲については、どの程度の規模・構造形式の建築物であれば
確認検査員自ら構造審査ができるのかという観点から、実態調査等を踏まえ、常に見直していくべき。

○ 小規模な戸建住宅については、ルート２以上の構造計算であっても多くは定型化されており、また構
造設計一級建築士の関与を義務付けることで構造計算適合性判定の対象から除外すべき。

○ 構造設計一級建築士が設計する３号建築物は全て構造計算適合性判定の対象から除外すべき。
○ 構造設計一級建築士が関与している場合は当該構造設計一級建築士が作成したチェックリストを活用
するなどして審査の合理化を図るべき。

○ 構造設計者と構造計算適合性判定担当者の事前相談を制度化すべき。

○ 確認審査の迅速化のために、確認と構造計算適合性判定の並行審査及び指定確認検査機関と指定構造

（３）構造計算適合性判定に係る事前相談等
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○ 確認審査の迅速化のために、確認と構造計算適合性判定の並行審査及び指定確認検査機関と指定構造
計算適合性判定機関による共同事前相談の適切な運用を図るよう周知徹底すべき。

○ 確認審査の前に構造計算適合性判定を行うようにすべき。



（４）指定構造計算適合性判定機関及び判定員

建築分科会（H24.9.10）、建築基準制度部会（第1回から第5回まで）の委員意見について（まとめ）

○ 指定構造計算適合性判定機関に常勤の構造計算適合性判定員の配備を義務付け、審査時間の短縮化を
図るべき。

○ 各都道府県とも、全国的に業務を行う能力を有する指定構造計算適合性判定機関を複数指定するとと

（４）指定構造計算適合性判定機関及び判定員

○ 各都道府県とも、全国的に業務を行う能力を有する指定構造計算適合性判定機関を複数指定するとと
もに、指定構造計算適合性判定機関の審査について建築規模、計算方法等の制限がされている場合はこ
れを撤廃すべき。

○ 指定構造計算適合性判定機関の選択に制限を設けないようにすべき。

○ 指定構造計算適合性判定機関については都道府県知事が指定することにな ているが 全国的な基準○ 指定構造計算適合性判定機関については都道府県知事が指定することになっているが、全国的な基準
で国土交通大臣が指定を行うことも可能な制度を検討すべき。

○ 構造計算適合性判定の審査内容のばらつきがなくなるように、国主導で構造計算適合性判定員の技術
力や資質を評価し、継続的に教育を行うべき。質 、 続

○ 構造計算適合性判定への建築主（申請者）からの異議申立ができるような仕組みを検討すべき。

○ 設計者と構造計算適合性判定員の意見の相違がある場合、専門家委員会などを利用した迅速な対応を
行えるようにすべき。

○ 指定構造計算適合性判定機関の業務実態を踏まえて指定構造計算適合性判定機関を評価 格付けする○ 指定構造計算適合性判定機関の業務実態を踏まえて指定構造計算適合性判定機関を評価・格付けする
等の仕組みを検討すべき。

○ 常勤判定員、非常勤判定員は、それぞれ善し悪しがある。どういう体制が望ましいのかは考えるべき。

○ 構造計算適合性判定は耐震偽装事件という立法事実があり、例外現象ではなく性悪説に立って構築さ
れた制度であり これを見直すのであれば制度の趣旨を踏まえてきちんと検証すべき

（５）構造計算適合性判定制度の堅持
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れた制度であり、これを見直すのであれば制度の趣旨を踏まえてきちんと検証すべき。



３ 確認と構造計算適合性判定の役割分担の見直し

建築分科会（H24.9.10）、建築基準制度部会（第1回から第5回まで）の委員意見について（まとめ）

３．確認と構造計算適合性判定の役割分担の見直し

○ 指定構造計算適合性判定機関の指定基準を満たす指定確認検査機関であれば、該当する同一案件につ
いて確認と構造計算適合性判定の両方の審査を行えるようにすべき

（１）確認と構造計算適合性判定のワンストップ化

いて確認と構造計算適合性判定の両方の審査を行えるようにすべき。

○ 同一機関でできるようにするならば、監視委員会の監視内容がまさに適正に判定ができるかどうかと
いう点であり、この監視委員会の意味が非常に重要になる。

○ 構造設計１級建築士が確認したものに限って、同一機関で確認審査と適合性判定を実施できるように○ 構造設計１級建築士が確認したものに限って、同 機関で確認審査と適合性判定を実施できるように
すべき。

○ 構造審査については、建築主事・指定確認検査機関は指定構造計算適合性判定機関の審査を踏まえて
最終的な確認のみ行うなど、役割分担を適正化すべき。

（２）確認と構造計算適合性判定の審査範囲
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４ 維持保全 定期報告制度等のあり方

建築分科会（H24.9.10）、建築基準制度部会（第1回から第5回まで）の委員意見について（まとめ）

４．維持保全・定期報告制度等のあり方

○ 建築物等の維持保全の確実な実施・確認方策の検討を行うべき。

（１）適切な維持保全のあり方

○ 定期報告率を向上させるため、宅地建物取引業法に基づく重要事項説明の項目に定期報告書の提出の
有無を盛り込むとともに 定期報告の適合証の表示制度を設けるべき

（２）定期報告制度

有無を盛り込むとともに、定期報告の適合証の表示制度を設けるべき。

○ 定期報告の調査・検査資格者の質の向上を図るため、定期講習を義務化すべき。
○ 昇降機定期検査業務は極めて専門的であり、一級・二級建築士が検査業務の必要な知識等を備えてい
るとは言い難いのではないか。

○ エレベーターの保守点検会社には、保守業務を行うための技術的資格要件などの法的な規制がないが、
保守点検会社には 定レベルの技術を確保する必要があることから資格要件を設ける等の仕組みを検討

（３）昇降機の保守点検のあり方

保守点検会社には一定レベルの技術を確保する必要があることから資格要件を設ける等の仕組みを検討
すべき。

５．昇降機等における事故調査体制の充実強化

○ 昇降機等の事故が発生した場合、法第12条5項報告を求めることができるのは所有者等までであるが、

保守業者 機器製造業者等にも求めることができるようにすべき
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保守業者、機器製造業者等にも求めることができるようにすべき。



６ 大臣認定制度の合理化

建築分科会（H24.9.10）、建築基準制度部会（第1回から第5回まで）の委員意見について（まとめ）

６．大臣認定制度の合理化

○ 使用可能な建築材料や構造方法に係る建築基準法が求める性能との同等性の認定は、一定の能力を有
する国以外の第三者機関にも開放すべき

（１）大臣認定制度

する国以外の第三者機関にも開放すべき。

○ 大臣認定に係る国土交通省の審査期間の更なる短縮化を図るべき。
○ 性能評価書が交付された段階で、大臣認定と建築確認の並行審査が可能となるようにすべき。
○ 新材料や新技術などの適用について、専門家による審査の活用を更に拡大し、旧38条認定のような弾○ 新材料や新技術などの適用について、専門家による審査の活用を更に拡大し、旧38条認定のような弾

力的な仕組みを検討すべき。

（２）計画変更に伴う大臣認定

○ 工事中の計画変更により大臣認定の内容に変更が生じる場合、指定性能評価機関で性能評価を受けた
上で国土交通省へ変更内容を報告し、竣工前に大臣認定を再取得するようにするとともに、軽微な変更
については指定性能評価機関の中で手続きが終わるようにする等、手続きの合理化を図るべき。

（２）計画変更に伴う大臣認定

７．既存不適格建築物の取扱

○ 既存不適格建築物を将来的に活用するのか、除却し建替えていくのかについて議論が必要。

○ 現行の建築基準法では既存不適格建築物には増築等時の規定が遡及適用されるが、遡及適用のための
工事が大きな負担となり、結果として増築等を断念せざるを得ない場合が少なくないので、増築等が小
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事 大きな負担 なり、結果 増築等を断念 ざるを得な 場合 少なくな 、増築等
規模な場合は部分的な遡及適用で済むような緩和規定の導入等を検討すべき。



８ 建築士の活用

建築分科会（H24.9.10）、建築基準制度部会（第1回から第5回まで）の委員意見について（まとめ）

８．建築士の活用

○ 増改築・リフォーム等における建築物の規模等に応じた構造設計一級建築士の活用や、一定規模のテ
ナント内装工事等における建築士の関与の義務付けなど積極的に建築士の活用を図るべき。ナント内装工事等における建築士の関与の義務付けなど積極的に建築士の活用を図るべき。

○ 設計及び工事監理に係る建築士の責任の明確化、診断・改修設計業務における委託契約環境の整備な
ど総合的な施策を推進すべき。

９．建築計画・設計コンサルティング業務の確立

○ 設計前の建築計画 設計コンサルティング業務を生業とできるよう 国としてもインセンティブを与○ 設計前の建築計画・設計コンサルティング業務を生業とできるよう、国としてもインセンティブを与
えるべき。

１０．その他そ 他

○ 長期的視点での基本法や階層化、性能規定化などを踏まえ、その中でどうするのかという議論がない
と、後で整合性が取れない制度になってしまうことが心配される。

建築基 後 基 続 促進 等 確 が○ 建築基準法の今後のあり方（基本法、手続法、規制法、促進法等）を明確化することが必要。

○ 性能規定化による建築基準法の整理を進め、法令条文の目的を明示し、目的に適合すると判断できる
ガイドラインや例示を整備して審査する者の適切な工学的判断を支援すべき。

○ 国や特定行政庁は 基準や運用に関する相談に乗り 助言を行う者として法に位置づけ 学会規準等
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○ 国や特定行政庁は、基準や運用に関する相談に乗り、助言を行う者として法に位置づけ、学会規準等
の民間の知見を担保する役割を担っていくべきではないか。


